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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１９年１１月８日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時４６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 南野直司  委　　員 川口純子

委　　員 柴田繁勝  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　吉田和生

生活環境部長　紀田光司 同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

都市整備部長　山脇　智 同部理事　中谷久夫

同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎　　同部参事兼都市計画課長　小山和重

まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　鬼追弘臣 都市計画課参事　新留清志

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　認定第１号　平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○木村委員長　おはようございます。

　ただいまから、駅前等再開発特別委員

会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、委員会の中、きょうは、お疲れ

のところ、駅前等再開発特別委員会をお

持ちいただきまして大変ありがとうござ

います。

　本日は、平成１８年度の摂津市一般会

計歳入歳出決算認定の件所管分について

ご審査をいただきますが、何とぞ、慎重

審査の上、ご認定賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

　一たん退席させていただきますけれど

も、待機をいたしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　紀田生活環境部長。

○紀田生活環境部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１８年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、生活環境部所

管分につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。

　歳出でございますが、１４６ページ、

款３、民生費、項４、生活文化費、目１、

生活文化総務費の積立金は、総合福祉会

館再整備基金積立金の預金利息で、総合

福祉会館整備基金を廃止し、公共施設整

備基金に組み入れたものでございます。

　以上、簡単でございますが、決算の補

足説明とさせていただきます。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、続きまし

て、認定第１号、平成１８年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、市長公室所

管分に係る部分につきまして、目を追っ

て補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、決算書の９３ペー

ジ並びに決算概要の４２ページをお開き

願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

６、企画費につきましては、南千里丘ま

ちづくり事業の検証に関連した経費で、

主なものは、南千里丘まちづくりにかか

わるまちづくり懇談会、法律、税務など

のアドバイザーの報償金でございまして、

その他は事務経費であります。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○木村委員長　山脇都市整備部長。

○山脇都市整備部長　認定第１号、平成

１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、都市整備部における内容につきま

して、目を追って、主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、予算書の１８６

ページをお開き願います。

　事務報告書につきましては１９９ペー

ジに記載いたしておりますので、ご参照

願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、執行率３６．０％

でございます。

　詳細につきましては、決算概要１１３

ページから記載いたしておりますので、

ご参照願います。

　節８、報償費は、阪急正雀駅前地区整

備支援事業における講師派遣に対する報
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償金でございます。

　１８８ページ、節９、旅費は、阪急正

雀駅前地区整備支援事業及び吹田操車場

跡地利用検討事業における普通旅費でご

ざいます。

　節１１、需用費のうち、印刷製本費は、

阪急正雀駅前地区整備支援事業及び吹田

操車場跡地利用検討事業におけるもので

ございます。

　１９０ページ、目６、再開発事業費で

は、執行率９８．０％でございます。

　詳細につきましては、決算概要１１５

ページに記載いたしております。

　節９の旅費は、千里丘西地区市街地再

開発支援事業における普通旅費でござい

ます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○木村委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　嶋野委員。

○嶋野委員　おはようございます。

　それでは、何点か質問をさせていただ

きます。

　まず、歳入なんですけれども、今回、

総合福祉会館の再整備基金からの繰り入

れが計上されているわけなんですけれど

も、額を見ておりますと、要は、積立金

の預金利子を一度基金の方に出して、そ

れをまた一般会計に繰り入れてくるとい

う方法をとっておられるのかなというよ

うな気がするんですけれども、なぜその

ような手法をとられるのかということで

すね、１点、ちょっとわからないので、

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、企画費の中の、南千里丘のま

ちづくり事業分につきましてお聞かせい

ただきたいと思いますけれども。

　今回、報償金が計上されておられまし

て、この事務報告書を見ておりますと、

その内容が書かれておるんですけれども、

１点、内訳を教えていただきたいなとい

うように思います。

　それと、今度、新たに、法律アドバイ

ザーの方にさまざまなアドバイスをお願

いしているんだと思うんですけれども、

市には顧問弁護士の方がおられると思い

ますけれども、新たに弁護士の方にこの

ようなアドバイスをお願いするというこ

とにつきましてのご説明をお願いしたい

と思います。

　続きまして、正雀駅前地区の整備支援

事業についてなんですけれども、これも、

事務報告書を見させていただいておりま

すと、ワークショップの内容であります

とか、あるいは参加されている人員数が

記載されておるわけなんですけれども、

正直、見ておりまして、だんだん減って

いると。要は、一番最初に、講演してい

ただいたときが一番多くて、最終のまと

めになると、非常に少ない方しか参加さ

れておられないということを受けまして、

この１８年度の事業として、これをどの

ように総括されておられるのか。また、

この総括を、次年度、２０年度の予算の

中に生かしていかれるんだろうと思うん

ですけれども、それをどのように今考え

ておられるのかをお聞きしたいなという

ように思います。

　それと、再開発事業費ということで、

千里丘の西地区の再開発のことが載っと

るわけなんですけれども、これは、この

特別委員会の中でも、また、本会議の中

でも、多くの議員から取り上げられてお

りまして、ご説明いただいていると思う

んですけれども、なかなか遅々として進

まないという状況がありまして、ただ、

努力されてるんだなということはよくわ

かるんですけれども、しかし、このまま

ではらちが明かないような状況になって
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るんじゃないかなという気がいたしまし

て、これ、１８年度の決算を閉めるに当

たりまして、これからどのようにしてい

かれようと考えておられるのか、その点

も１点お聞かせをいただきたいなという

ふうに思います。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀駅前地区整備についてご答弁させて

いただきたいと思います。

　正雀につきましては、１８年度から、

正雀まちづくりワークショップという形

の中で、地元と一緒にまちづくりを考え

ようという形でさせていただきました。

　確かに、最初、たくさんの人に来てい

ただきまして、大変盛況でさせていただ

いたんですけれども、やはり具体にもの

が動くという状態ではない。どうしても

議論の場になってしまったというところ

が、やはり人数がだんだん減ってしまっ

たところなのかなと。

　例えば、何かが動くという具体的な話

があれば、もう少し皆さんに関心を持っ

ていただけたのではないかと。参加につ

きましては、いろいろと各自治会に案内

状を持って回って、回覧をしていただく

などいろいろ努力はしておるんですけれ

ども、なかなか参加人数が少なかったと

いうような状況であります。

　１９年につきましては、具体に、何が

できるかというようなことも含めてワー

クショップをしておるんですけれども、

その内容も、今現在やっておりますのは、

ちょっとある地域の１点で、公園の中で

壁面に絵をかいて、正雀をちょっと活気

づけようというような皆さんの中から意

見がありまして、市民の活動を支援する

というような形で今現在取り組んでおる

ところです。

　ハード系になりますと、どうしても市

の予算とか大きな話になりますので、と

りあえず、地元の市民で取り組むという

のが初めてで、１９年度は、何か具体的

な活動をしようという形の中で現在取り

組んでおるところです。

　確かに、なかなか人数が集まっていた

だけないというのは、我々主催しておる

方としても非常に苦慮しておるところな

んですけれども、関心を持ってもらうよ

うな案件を対象に、今後進めてまいりた

いというふうには思っております。

　ただ、市民の意向で、市民が中心になっ

て活動していただいていることは一つの

成果があるというふうには思っておりま

す。

　正雀については以上です。

　千里丘西地区の再開発についてですけ

れども、２年ぐらい前に準備組合の資金

が底をつきまして、みずから会費を徴収

して準備組合を存続させようという形で、

２年前から会費の徴収を始めております。

そのときに、現在、準備組合している地

区全体を対象として再開発をしていきた

いという準備組合としての思いがありま

して、反対の地権者につきましては説得

に当たろうという形の中で進めてまいり

ました。その間、準備組合の理事長、ま

た、我々市の方も、その反対者と何度か

会って話はしておるんですけれども、な

かなか協力を得られるという状況にはなっ

ていないというのが現状でございます。

　おおむね、当時、２年ぐらいを目標に

というようなお話をしてまして、２年を

越えたような状況になってます。

　その間に、開発希望者、開発を求めて

おられる方につきましても、いろいろな

形で、こんな個人開発できひんかなとい

う提案もいただいているところでござい

ます。

　２年たって、なかなかその反対者の協
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力を得られないという状況の中で、今後、

開発者の意向、または、準備組合の意向

も考える中で、あくまで、今現在の、Ｂ

地区と申しておりますけれども、その区

域全体の再開発を今後とも求めていくの

か、それとも、区域を縮小してでも、何

とか駅前の状況を変えられないかという

ことも含めまして今後検討してまいりた

いというふうに考えております。

○木村委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、弁護士

への委嘱と申しますか、報償についての

まず内訳でございますけれども、弁護士

だけではなく、この報償につきましては、

南千里丘に係る報償金といたしまして、

まちづくりアドバイザーの分の報償で３

０万円、そして、南千里丘のまちづくり

懇談会でアドバイザーに入っていただい

ておる部分で１２万円、そして、南千里

丘まちづくりに係る法律アドバイザーと

して、今回、２００万円、南千里丘まち

づくり事業の税法的なご相談を申し上げ

ている分で、アドバイザーとして９万円、

合わせて２５１万円を支出させていただ

いているという結果でございます。

　次に、顧問弁護士として契約と申しま

すか、お願いをしている部分に、どのよ

うな形で、今回の南千里丘の違いがある

のかという点でございますけれども、ま

ず、顧問弁護士さんの一般的な部分につ

きましては、やはり行政相談と申します

か、行政としてどうでしょうねという、

行政法的なご相談というのが中心になり

ます。

　我々、南千里丘に関しましては、やは

り民間さんと細かい詰めをやって、リス

ク分散をするという面が軸になってまい

ります。

　それで、例えば、協定書一つにつきま

しても、覚書一つにつきましても、やは

り行政オンリーでつくれるものではござ

いませんし、相手さんの立場にも立ちな

がら、行政側のリスクを分散していくと、

軽減するというようないろいろな形での

ご相談もしてまいりました。

　もう１点、その作成の中で、一般的な

相談じゃなしに実作業が伴います。例え

ば、我々が協定をつくる、そして、阪急

さんとの覚書をつくる、その中で、この

部分をこう変えなさいとか、こういう部

分はこういうふうな法的な根拠に基づい

て、こういうふうに変えなさいとか、実

作業に伴う指導もいただいております。

　その点をもちますと、やはり単なる相

談ではないと。その部分については、や

はり弁護士さんの実作業の中で一つの成

果品をつくり上げていけるということも

踏まえまして、今回、弁護士報酬として

計上させていただいたということでござ

います。

　それと、事実的には、やはり市に精通

していただいているということで、顧問

弁護士さんの方に今回はお願いをしてい

るということでございます。

　委嘱につきましても、やはり正規でちゃ

んと委嘱をして、その中で応諾いただい

て、守秘義務を求めて、委嘱状の中でき

ちっと整理した上で、今回、法律アドバ

イザーとしてお願いをしたという経緯の

中で実施をいたしております。

○木村委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　総合福祉会館の

再整備基金の積立金でございますが、平

成１７年度末の総合福祉会館の再整備基

金の積立金の残高が１４億４，９４５万

２，０２３円となっております。その預

金利息として１２０万３，９７３円を基

金に組み入れたものでございます。その

積立金の預金利息につきましては、歳出

の方で、積立金として予算計上させてい
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ただいて、歳入で上がっております利息

を歳出で積立金として予算計上しておる

というようなことでございます。

　それで、１８年度末の現在高の積立金

としましては、１４億５，０６５万５，

９９６円となっております。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　最後、歳入のお話いただい

たんですけれども、要は、その預金利子

を出して、そこからもう一回基金を取り

崩して一般会計に持ってきてるわけです

よね。そういうように、私は、この決算

書から読み取れるんですけれども、なぜ

そういうことをするのか、ちょっと正直

よくわからないんですけれども、どうい

うことを根拠でされているのか、もうちょっ

と説明していただきたいなというように

思います。

　それと、南千里丘の報償金の内訳等を

教えていただきまして、要は、行政の中

の話ではないと、いわゆる民間といろい

ろな折衝をしていくので、いわゆる単な

る相談業務じゃないんだと。なので、新

たにその法律アドバイザーとして委託を

させていただいたというようなお話だと

思うんですけれども、これはちょっと素

人の発想で申しわけないんですけれども、

当初から顧問弁護士さんにお願いする中

で、当然、日々の相談業務があるでしょ

うけれども、しかし、民間との、あるい

は市民の皆さんとのいろいろなやりとり

がある中で、こういったことの顧問弁護

士をお願いするときには、含まれるべき

じゃないのかなと、単純に思うわけで、

今回、２００万円を新たに予算としてつ

けておられたと。それを執行されている

ということ自体が、正直どうなのかなと

いうのが疑問なんですけれども、副市長

おられますので、顧問弁護士をお願いさ

れておると、摂津市の行政として、なぜ

その中にこういった業務まで含んでいた

だけなかったのかなと。要は、税金を使っ

てやっとるわけですから、そこら辺のこ

とを、一度、副市長の方からお聞かせい

ただきたいというように思います。

　それと、正雀の駅前地区の整備支援事

業につきましてお聞かせいただきまして、

なるほど、具体的な動きはなかなか見え

ないので、参加していただける方の人数

が減ってきたということにつきましては、

なるほどそうなのかなというような気が

いたしますし、これからは、市民の自主

的な運動を支援していこうというような

動きについては、なるほどなと理解をし

たものなんですけれども、その中で、壁

画をかいていくような、それで正雀をちょっ

と活性化じゃありませんけれども、何か

また違った形でＰＲできるようなことを

していこうという市民の方の動きがある

んだというようなお話をお聞かせいただ

きましたけれども、そりゃ確かに、運動

に対して支援をするということ自体は、

それはそれで、私はやっていかないかん

ことだと思ってるんですけれども、もう

１点は、やはり運動をいかにつくってい

くのかという発想がなくてはあかんのちゃ

うかなという気がしておるんですけれど

も、そのような、要は、わかりますか、

ある市民の方の運動というか、動きを支

援していくということは、これはもちろ

んの話なんですけれども、市民の方が活

発に動いていただけるような、促してい

くということもやはりやっていかなあか

んのちゃうかなという気がするんですけ

れども、今後、ぜひそういったことも検

討していただきながら進めていっていた

だきたいというように思います。

　千里丘西の再開発につきましてお聞か

せいただきまして、反対者の方に何度も

説得に行かれたと。２年をめどに考えて
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おったけれども、その２年たったんだと

いうような答弁をいただきまして、今、

そのＢ地区全体を再開発していくのか、

あるいはもうちょっと当該地域を縮小し

てやっていくのかということを選択して

いかなあかんというようなお話があった

んですけれども、もちろん、これを考え

ていかれることだと思うんですけれども、

話し合いの中で、これについてはいつご

ろをめどにとかいうのを今考えておられ

るのか、もう一度お聞かせいただきたい

と思います。

○木村委員長　積立金の問題、紀田部長

の方から答弁。

○紀田生活環境部長　積立金を一般会計

に歳出として上げているという根拠です

が、廃止になりました総合福祉会館再整

備基金条例第４条に、運用基金の処理と

いう項目がございまして、その中で、基

金の運用から生ずる収益は、一般会計歳

入歳出予算に計上して、この基金に編入

するものとするというような条項がござ

います。

　そういったことから、一たん切りかえ

てはおるんですが、歳出予算に計上させ

ていただいた上、引き継いだものでござ

います。

○木村委員長　正雀の駅前整備の問題、

私ども懇談会に参加をして、状況はある

程度わかってるんですけれども、嶋野委

員の認識と担当部の中に若干ギャップが

あると思うんです。

　というのは、先ほど、土井課長が答弁

されたように、やっぱり運動を下から盛

り上げていくという形の中で、人間科学

大学も中に入って、いろいろと相談をし

ながら、消防の屯所の壁に絵をかいてと

いう形を今とっておられるんやけれども、

それでいいんかなという若干の疑問を持っ

て嶋野委員が質問されておるんで、その

辺、もう少し具体的に土井課長の方から

答弁してもらえますか。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀について、ちょっと補足をさせてい

ただきたいと思います。

　確かに、まちづくり、行政が主体になっ

てやっていく部分と、やはり今までのま

ちづくりは、当然、行政が主体になって

基盤整備をやっていくまちづくりをずっ

と進めてきたところなんですけれども、

やはりやっぱりまちづくりはそこに住ん

でいる住民が主体になって、自分たちの

まちをよくしていく、守っていくという

のが本来のまちづくりというふうに考え

ております。

　ただ、正雀につきましては、まだまだ

基盤整備もできていないという認識も当

然我々としては持っておりまして、当初

は、再開発事業という形の中で正雀のま

ちづくりを進めてきたわけでございます

けれども、バブルの崩壊とか、いろいろ

景気低迷というような形がありまして、

今現在、あそこを再開発することが本当

にいいのかというような話も含めまして、

１８年、ワークショップもやってきたん

ですけれども、一応、市民の中からは、

当然、その再開発をやるべきやというよ

うな声は、結果として聞かれなかったと

いうような状況があります。

　ただし、基盤整備、安全面、いろいろ

問題点は非常にあります。その辺をトー

タル的にやっていくためには、本来は、

再開発とか大きな面的な整備が必要なん

ですけれども、多分、今、千里丘西でも

再開発がなかなか進まない状況。正雀の

現状でそういう大きな基盤整備を進める

には、なかなか今問題があるのかなと。

　我々、若手商人会というような形で、

再開発を目指してやってきたんですけれ
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ども、商業そのものが低迷している中で、

商業者がまちづくりに直接やっぱりかか

わってくるというのもなかなかしんどい

状況になっている。

　その中で、やはり再開発以外でも、当

然、安全対策というのはいろいろでき得

るわけでございまして、特に、正雀につ

きましては、バリアフリーの基本構想等

もございます。

　それらは、現在、道路課の方で、歩道

整備という形の中で進められております。

まちづくり支援課としましては、ソフト

面で、例えば、住民主導でのまちづくり

が何とか進められないかという形で立ち

上げたのがこのワークショップという形

です。１８年度では、非常に正雀に対し

ます課題というのはたくさん出てまいり

まして、それをまとめておりますけれど

も、当然、一遍にできるわけではござい

ません。

　ワークショップの中で題に上がったの

は、一つは、正雀のガード部分が非常に

暗いですねと、あれ何とかならへんかな

というような話から、あれ色塗りたい、

色塗るだけでは余りにもおもしろくない

ですねと。絵をかけないかなというよう

な話になってきて、最初からあそこに絵

をかくというのはちょっと無謀やねとい

うような話もありまして、じゃあ、一回

試しにどっかできひんかなというような

話の中で、正雀のすずめのちびっこ広場

という公園があるんですけれども、そこ

に消防車を入れている屯所の倉庫がござ

います。消防団の団長の方も参加してい

ただいて、ここやったら、絵かいていた

だいてもいいですよというようなお話が

ありまして、そこから、一つのテーマと

して絵というような形に今進んでいると。

これを目標に進んだんじゃなくて、流れ

の中で、その市民の方が自主的に活動し

ていただける一つの手段としてこういう

形になってきたということなんです。

　これをどんどんどんどん大きくしてい

きたいんですけれども、なかなかやはり

市民の参加というのは、いろいろ努力は

しているんですけれども、おぼついてな

いというところなんですけれども、この

ワークショップには、人間科学大学の方

も参加していただきまして、その絵の募

集等についても、人間科学大学が中心に

なってやっていただいたという経緯もご

ざいます。今は、地元自治会の会長さん

とも一緒になって話を進めております。

ただ、参加人数は、なかなか皆さん忙し

いこともありまして、ふえてないのが現

状ですけれども、それでも、やっぱり市

民の手で、まちづくりで何かしていこう

というその活動が今あるという形は、我々、

正雀ワークショップをして、例えば、報

告書だけをまとめるんじゃなくて、次の

活動につながっていっているということ

は一つの成果であるというふうに思って

おります。本当は、これを、課題を一つ

一つ整理するために、もっといろいろな

活動がほんとは盛り上がってくればいい

と思っとるんですけれども、どこともそ

うですけれども、なかなか市民主体で事

を運ぶという難しさというのを今感じて

いるところです。

　１９年度、２０年度につきましても、

こういう活動を支援してまいりたいとい

うふうには思っております。

　それと、千里丘西の再開発なんですけ

れども、２年をめどにやってまいりまし

て、ほぼ２年が過ぎました。この中で、

今後の目標といいますか、めどなんです

けれども、やはり現在、準備組合があり

ますので、それと、開発者がいろいろな

方法で開発できる方向も探っておられる

方もございます。準備組合の規模縮小と
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なりますと、今の準備組合が解散になる

のか、規模が縮小になるのかというのは

わからないですけれども、一部、準備組

合員さんが区域外になってしまうという

こともございますので、この辺は、やっ

ぱり準備組合の理事長、また、役員とも

話しながら、もう少し開発者の動向も見

ながら、どうするのかというのを話をし

ていきたいと。

　あわせまして、市としても、規模を縮

小したときに、再開発事業が本当に可能

なのかどうかも含めまして、一定、行政

の方としても検討はしてまいりたいとい

うふうに考えております。

○木村委員長　寺田公室長。

○寺田市長公室長　それでは、市の顧問

弁護士と、今回の南千里丘まちづくりの

弁護士アドバイザーとの関係でございま

すが、市の顧問弁護士につきましては、

本市の法制文書課が一括で契約をいたし

ておりまして、決算で見ますと、これは、

年間１２６万円をお支払いしていると。

その範囲でございますから、これについ

て、行政全般にわたる単なる相談業務で

すね、何か事があればそういう相談業務

をするという程度のものでございまして、

その相談業務から、そこから訴訟や、あ

るいはさまざまな法律手続が必要な場合、

お願いをすると、顧問弁護士料だけでは

済まないということになります。

　特に、南千里丘まちづくりにつきまし

ては、民間導入という初めての我々の取

り組みでございまして、行政法のみなら

ず、商法あるいは民法等のいろいろな法

律関係が伴ってまいりますし、また、数

十億という経費を支出することから、こ

のまちづくりについて、市として、法律

的な瑕疵とかあるいは過誤があれば大変

なことになりますので、そういうことか

ら、逐次、民間との契約とか、あるいは

さまざまな手続とか、そういうことにつ

いては、この弁護士のアドバイザーに基

づいて、すべて見ていただいて、市に誤

りがない、あるいは市として不利益をこ

うむらないというようなことをチェック

もしていただいておりますので、極めて

これは、時間的にも相当、弁護士さんの

手を借りておるところから、先ほど、冒

頭にも言いました、法制文書課における

顧問弁護士料だけではできないというこ

とでございますので、ご理解いただきた

いと思います。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　歳入の方がまだ私理解でき

ておりませんで、これは私の不勉強かな

と今実感しておりますので、あと、個人

的に、またお聞かせをいただきたいなと

いうふうに思います。

　あと、南千里丘にかかわります法律ア

ドバイザーの方を今回お願いしたという

ことにつきまして、今いる市の顧問弁護

士の方の業務内容をお聞かせいただきま

して、ああ、なるほどなということで、

これは理解させていただきました。

　それと、委員長から、また、私は要望

やったんですけれども、質問していただ

きまして、正雀駅前地区のことにつきま

していろいろとお聞かせいただきました。

　要は、まちづくりというのは、市民が

主体となってやっていくもんだというの

が根本の考えとして、課長、お持ちのよ

うで、それに対して、ただ、しかし、あ

の正雀についてはそれができていないと。

ただ、再開発であるとか基盤整備をやっ

ていかないかんのかというと、それはで

きないので、安全対策であるとかいうこ

とから始まっていったかなということで

認識をさせていただきまして、これは２

０年度以降もどのような形で続いていく

のかということは、また予算のときにお
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聞かせいただきたいなというように思い

ます。

　千里丘西のことにつきましては、なる

ほど、もし、縮小という選択をするなら

ば、その中から外れてしまう地権者もお

られるということで、非常に難しい問題

なのかなという気はしてるんですけれど

も、ただ、行政としても、２年をめどに

ということで当初説得に行かれて、それ

たったということになるのであれば、も

う早期にやはり方向性だけは見出してい

かないかんのかなという気がしておりま

すので、また、この点につきましても、

次年度の予算等でも審議されると思いま

すので、そのときにでも、またお聞かせ

いただきたいというふうに思います。

○木村委員長　ほかに。

　川口委員。

○川口委員　久しぶりの特別委員会なの

で、よろしくお願いいたします。

　平成１８年ということで、市長の方針

というのは安全・安心ということでした。

　そういう中で、いろいろな事業が動い

てきているということで、この駅特でか

なりのいろいろなことが動いてくる、そ

ういう状況なんですけれども、今、嶋野

委員の質疑の中で感じたことがあります

ので、先にそれをお聞きしたいなと思い

ますが。

　まず、まちづくりというのは住民が主

人公というか、住民主体であるべき、そ

ういうことで、正雀と、そして、今後、

南千里丘まちづくり懇談会ということで、

これまで約１７回になりますか、ずっと

やってこられました。その総括ですね、

どういうふうに見ておられるのか。かな

り南千里丘と正雀の部分とでいくとギャッ

プがあるなと。千里丘西口についてもギャッ

プがあるなという感じがするんです、市

の方向性ですね。

　先ほどの話の中で、大きなハード面の

部分が動いていないから、なかなか正雀

のところでは具体的な部分が出にくいと

いうようなことがありましたけれども、

私はちょっと感じるんですが、西口にし

ましても正雀の駅前にしましても、大変

危険であるというのはもう十分職員の皆

さんわかっておられると思うんです。

　そういう中で、平成１８年について、

どのような実態調査であるとか、まちづ

くり懇談会というのはやってきたけれど

も、市として実態をどうつかんでおられ

たのか。こういうことがやっぱり問題か

なとも思います。

　例えば、正雀の駅前でいきますと、や

はり大変危険であるというのは十分ご承

知だと思いますし、また、駅前の、こと

しに入りまして、大変シャッターを閉め

てしまうお店がふえてきたんです。そう

いう中で、大変、正雀の駅前も厳しいな

どという感想を持っております。

　片一方で、もう一ついきますと、西口

の方も、もうご承知のように、茨木市を

抜いて、乗降客が多いということにもなっ

ております。その辺のことについて、１

８年は調査もされたとは思うんですけれ

ども、正雀、それから、西口、その駅前

の実態について、どのように認識をされ

ておられたのか。改めて、ちょっとこの

ことについて、どのように実態をつかん

でおられるのかお聞きしたいと思います。

　それから、この間、ずっと財政面であ

るとか、それから、まちづくりの問題で

あるとかで、委員会でも質疑が行われて

きたと思いますけれども、そういう点を

含めてお聞きしたいと思います。

　先ほどありました、阪急正雀駅前地区

の整備支援事業、この中で、今述べられ

ましたけれども、本当に正雀駅、今度、

南千里丘で摂津駅をつくろうという計画
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があるわけですけれども、片一方で、正

雀駅の安全対策については、こういうま

ちづくりの推進の中の意見交換の場づく

りの中でも、そういう面でもいろいろ出

てきていると思うんですけれども、もう

一度、どのような内容で正雀駅前の全体

をつかもうとしておられたのかお聞きし

たいと思います。

　それから、正雀駅のエレベーターの設

置の補助金でなっておりますけれども、

このエレベーター、エスカレーターの設

置が行われているわけですけれども、利

用者の方たち。

○木村委員長　ちょっとそれ所管外やな。

○川口委員　申しわけありません。

　こういうことになりそうですので、そ

ういう西口の開発の問題とあわせて確認

をしたいと思います。

　それから、吹田操車場の跡地利用の検

討の事業で、跡地利用についてのまちづ

くりを検討するということになって、決

算が出ておりますけれども、昨年の１１

月２０日に、吹田操車場まちづくり計画

委員会というのが開かれているわけです

けれども、この間、いろいろな会議が開

かれていると思いますが、再度、どうい

う状況であるのか、森山市長はどういう

方向で臨んでおられるのか、確認をした

いと思います。

　それから、これに関連します問題で、

安全対策ですね、これはどうなんでしょ

う。

○木村委員長　安全対策の面は、また、

ほかの機会にやっといて。特に、駅特に

かかわる問題に絞って質問してください。

○川口委員　はい、わかりました。

　まず、そのことについてお聞きしてお

きたいと思います。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしたら、

正雀と千里丘西についてご答弁させてい

ただきます。

　実態につきましては、確かに正雀の活

気がだんだんだんだんなくなっていると

いう状況は認識しております。

　先ほども言いましたように、まちづく

り、本来はそこが再開発事業で、そうい

ういろいろな面をすべて解消したまちを

つくっていきたいと。面的に商業も道路

も、駅前広場等も含めましたまちづくり

を当初から考えていたところですけれど

も、なかなか難しい状況になっていると

いうのが今の現状でございます。

　まちづくり、いろいろな面が絡んでま

いります。シャッターという話になりま

すと、産業振興で商業の関係、交通安全

といいますと、また、道路とか交通安全

対策というような話が出てきます。それ

らを一括して集約できるのが、多分、再

開発事業という大きなまちづくりやとい

うふうには認識しておるんですけれども、

それが今できなくなった中で、まちづく

り支援課として一体何ができるのか。

　今、現状で、まちづくり支援課が、じゃ

あ、道路をここにつくりますというよう

なちょっと動きというのはなかなかしに

くいのかなというふうに思っておりまし

て、やっぱり商業につきましては産業振

興課というのがございます。その中で商

業の支援等をやっていただいているのが

現状です。トータル的にどこかがまとめ

て。

　前回、若手懇談会というのがございま

して、そこに対する支援は産業振興課、

また、まちづくり支援課、政策推進課も

含めまして一緒にいろいろとやっとった

んですけれども、やっぱり若手懇談会に

なりますと、どうしても商業者中心になっ

てきまして、商業の活性化というか、商

業での取り扱いになっていたようなとこ
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ろがありまして、今回、ワークショップ

という形の中で、もうちょっと広くまち

づくりを考えてほしいという形の中で組

織をしていただいているようなところが

ございます。

　いろいろな課にまたがることを、まち

づくり支援課が本来集約をしなければな

らないであろうというふうには思っとる

んですけれども、今は、とりあえず個々

にいろいろ対策をしていると。特に、道

路課の方では、駅前についての安全対策

に取り組んでいただいているというふう

にも聞いておりますし、産業振興課では、

いろいろと商業の支援等もされていると。

その中で、まちづくり支援課としては、

その住民のまちづくりに対する意識向上

みたいなことも含めまして、ワークショッ

プという形で今取り組ませていただいて

いると。本来、その中で、我々の持って

いき方が悪いというのも当然あるんでしょ

うけれども、もっと活発な意見が出てき

てもらいたかったなという思いはありま

して、それは今後とも努力をしていくと

いうふうに考えております。

　千里丘西の実態調査でもご存じのとお

り、商店街がつぶれまして、駐車場になっ

てと、駅前広場もなくというふうな状態

は重々承知しております。特に、実態調

査等はやっておりませんけれども、ここ

数年の乗降客の推移というのは一応つか

んでおります。その中で、特に、確かに、

吹田の方で住宅は開発されておるんです

けれども、これ１８年度までの数字です

けれども、ここ数年、特に大きな乗降客

の動きはないと。若干、平成１３年度に

４万１，７００人ぐらいの乗降客があっ

たのが、ほぼ同じ数字で推移しまして、

平成１８年度でも４万１，８００人とい

う形の中で、周りでマンションが開発さ

れているのにもかかわらず、ＪＲ千里丘

駅全体としての乗降客としてはそんなに

伸びてない、ほぼ横ばい状態であるとい

うのが現状です。

　これ以外で、特に実態調査というのは

やっていないのが現状でございます。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　そうしま

したら、吹田操車場土地利用検討事業に

関してのご質問にお答えをいたします。

　平成１８年度におきましては、決算と

いたしましては、跡地利用検討事業につ

いては、普通旅費と印刷製本費のみでご

ざいまして、委託という形では、１８年

度の執行はいたしておりません。

　ご質問の中に、有識者会議といいます

か、跡地まちづくり検討委員会のこれま

でについての市長の考え等について、ど

のようなものかという点についてご報告

させていただきたいと思います。

　検討委員会におきましては、１０月２

５日に第４回の委員会が行われました。

基本的には、第１回目からの議論の内容

につきましては、以前から本市で持って

おります吹田操車場の基本構想というの

がございましたが、吹田、摂津両市で行っ

ていくまちづくりということもございま

して、既存の計画が行政のひとりよがり

のものになっているのかどうかというよ

うな点につきまして、その道の専門家と

いいますか、有識者の方々にお諮りいた

しまして、おおむねいいんじゃないでしょ

うかというようなご意見をいただいて、

５月でしたか、全体構想という形で取り

まとめさせていただいております。

　また、前回の１０月におけます委員会

において市長が発言された内容といたし

ましては、常々申し上げておるんですが、

摂津市には山も谷もないということです

ので、一応、一定、緑を中心としたまち

づくりを進めていきたいと。それには、
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約３キロにわたる緑道ということと、あ

と、１ヘクタール規模になります、防災

機能を有した公園というもの、こういっ

たものを中心としてまちづくりを進めて

まいりたいということが一つ。

　また、全体コンセプトとして、緑と水

に包まれた健康教育創設拠点というテー

マがございますが、水についての考え方

が希薄であるんではないかというご指摘

等もございましたので、幸いといいます

か、吹田操車場跡地内には山田川という

一級河川が流れております。一級河川で

ありますけれども、大阪府管理というこ

とでございますが、まちづくりに合わせ

まして、一定、この河川の利用というも

のも考えられないのかということを、大

阪府とともに少し検討してみたいなとい

うことを、大阪府の副知事も出席されて

おりましたので、これから協力していた

だけますでしょうかというお願いがござ

いました。

　それと、これも当初から申し上げてお

られます、正雀処理場についての問題も

非常に難しい問題であるが、吹田市とと

もに、共通認識を持ってこの問題の解決

に当たっていきたいというようなことも

申しておられました。

　また、それと別に、新たな話としては、

跡地の上物計画といいますか、それにつ

きましてのアイデアコンペを今後実施し

ていきたいということの報告が１０月２

５日にされました。簡単な内容として、

９月２１日の本市の駅前等再開発特別委

員会において概略は説明させていただい

ておりますが、その内容について、さき

の計画委員会の中でも同様に報告したと

いうことでございます。

　おおむね、これまでの委員会の内容に

ついては以上でございます。

○木村委員長　川口委員ね、安全対策に

ついては、先ほど、正雀の例にもありま

したように、既に、正副議長、正副委員

長等についても、ガード沿いの道路、あ

るいはふれあいサロンの方へ通じる道路

については、用地買収に入っていくとい

う報告も受けてますし、そういう点では

具体的に進んでおります。そういう点で

は、安全対策の問題は、また所管の委員

会でやってもらうと。

　駅特の方も、先ほど補足説明がありま

したように、印刷製本費あるいは旅費と

いう形の中で、決算としては、今回の議

論の中心にしてもらって、あとの具体的

な問題については、今後の駅特で、また

逐一、特別委員会の中で報告を受けなが

ら認識をしていくという形で、質問を絞っ

てやってもらいたいと思います。

　川口委員。

○川口委員　南千里丘にかかわる部分で、

この駅特で、質問の中身が私もちょっと

なかなか精査ができなくて困っておりま

すが、先ほど、正雀と南千里丘のまちづ

くり懇談会、南千里丘のまちづくり懇談

会では、当初、計画は大きくは変えない

けれども、住民の人たちの参加で、熟議

の民主制とおっしゃいましたかね。そう

いう言葉で、それをキーワードにワーク

ショップ形式でずっとやられてこられた

わけです。しかし、やはり正雀のときと

よく似てる部分はありますけれども、だ

んだん参加者は少なくなってくる。それ

は、どのように駅がつくられるのかとか、

どういうふうになるのかということで、

南千里丘に絞って言いますと、まちづく

り懇談会をすることで、地元の説明会と

いうのは、やはり形が明らかにならない

としてこなかった。たった一回きりだっ

たわけですけれども。

　そういう中で、やはり今、交通対策の

面というふうにおっしゃいますけれども、

－�13�－



まちづくり懇談会の中で、当然、安全対

策の面が出てきたわけで、昨年の、市長

の、まちづくりのキーワードは安心・安

全ということでした。そういう中で、正

雀の駅前のその開発の話のまちづくり懇

談会にしましても、南千里丘の懇談会に

しましても、そういうことが必ず出てき

ていると思うんです。

　そういう中で、まちづくり支援課とし

て、先ほど、千里丘西口の部分では、特

に実態調査はやっていないというお言葉

でした。南千里丘のこの問題につきまし

ても、この南千里丘の開発問題では、産

業道路踏切の安全対策の面が出てました

けれども、地元では坪井の踏切の安全対

策はどうなるのかということで、１１月

３日の地元説明会でも、かなりの意見が

出ていると思うんです。

　そういう意味で、交通対策にかかわる

部分とかいうそういうすみ分けがあるか

もしれませんけれども、まちづくり支援

課として、そういうことについて、市役

所全体で、この駅をつくるに当たっての

安全対策の問題について、提案であると

か、調査であるとか、そういうことをし

てきたのかということで、再確認をした

いと思います。

　それから、先ほど聞きそびれたんです

けれども、梅田の貨物駅の移転にかかわ

る吹田操車場のまちづくりの問題です。

　新聞などでも発表されておりますけれ

ども、９月の委員会のときにも説明をあ

る程度されているということだったと思

いますが、この中で、８．６ヘクタール

の開発可能用地のうちの１ヘクタールは、

防災公園として整備をしたいと。全体の

構想の中ではマンション建設の何かそう

いう絵がかかれているわけですけれども、

こういう中で、今いろいろご説明があり

ましたけれども、大変な財源問題を伴う

ことが予測されます。そういう中で、こ

の財源問題、資金面についてはどのよう

に考えてこられたのか。それから、いろ

いろな事業が大きく動くという中で、Ｊ

Ｒの千里丘西口については、なかなか賛

同が得られないというようなことで、な

かなか進んでいないということがある一

方で、ガード拡幅工事なども進められて

いるわけですよね。そういう中で、全体

のまちづくりとして、安心・安全という

ことで、こういう中で、駅前について、

総合的に、資金面から、それから、まち

づくり全体からどのように判断をしてこ

られたのか。実態調査も、まちづくり支

援課としても、私は、やるべきやとやっ

ぱり思ってるんですけれども、そういう

ことについては、何も、他の課とも連携

をとって前へ進めていくためにやってこ

られたのかどうか。

　そういうことについても確認をしたい

と思います。

○木村委員長　小山参事がどの答弁をさ

れようとしてるのかわからんけれども、

ちょっと委員長として越権かもわからへ

んけれども、確かに川口委員がおっしゃっ

ている、通常の駅前等再開発特別委員会

で質問されることについては、私はいい

と思うんやけれども、言われているよう

に、正雀の懇談会、南千里丘の懇談会等

についても、危険面での意見は確かに出

てます。

　しかし、これ最終的にまとめがされて、

提言という形で出てきて、その上でどう

やっていくかということを考えるべきで

あって、今、意見が出てるから、一つ一

つ問題解決していくということにはなか

なかつながっていかないと思うので、そ

の辺では、本来、先ほど申し上げたよう

に、旅費あるいは印刷製本費に限って、

一遍、決算の委員会としての質問を私は
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してもらいたいなと思っておるんやけれ

ども、その辺で、親切に今おっしゃった

ことで、答弁ができる範囲内のことがあ

れば答弁してもらいたいと思います。

　その辺のことに絞って答弁してくださ

い。

　小山参事。

○小山都市整備部参事　今ご質問のあっ

た坪井踏切、産業道路踏切の安全対策に

ついてということなんですけれども、我々

が開催している南千里丘まちづくり懇談

会で、安心・安全のまちづくりというこ

とで、踏切の安全対策についてという意

見もお聞きしております。そして、また、

地元説明会においても、坪井の踏切の安

心・安全の対策についてということで、

いろいろご意見もお聞きしております。

　そのことにつきましては、阪急電鉄と

も、あるいは市内部の道路管理者あるい

は交通対策課などとも協議しながら、ど

のような対策ができるかということも協

議を重ねてまいっております。私として

も、現地に立ちまして、産業道路踏切に

つきましては、過去数回、立って、現状

を見させていただいております。そして、

千里丘踏切につきましても、２回ほど現

地で立たせていただいて、どんな現状か、

あるいは乙辻踏切についても、現地を見

ながら、そして、坪井踏切につきまして

も、昨年に交通量調査もいたしておりま

す。そういう、この摂津市内の踏切の安

全を見ながら、今後、坪井の踏切に対し

て、阪急電鉄に対してどういうふうに安

全対策を講じてもらえるのか、その辺も

協議を、先日の特別委員会後も、阪急電

鉄にも再度検討していただきたいという

申し入れもいたしております。

　そういった中で、市民の意見をお聞き

しながら、それを無視して安全対策をし

ていくという気持ちは決してございませ

ん。今後も、阪急さんには、何とか踏切

の改良ができないのかという検討につき

ましても、依頼はしていこうと思ってお

ります。

　ただ、阪急さんは阪急さんなりの今ま

での経過、国との調整、そういう市全体

の踏切の中での全体的な考え方というの

も阪急さんもお持ちでありますので、な

かなか前へ進まないという状況は今も変

わっておりません。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　そうしま

したら、吹田操車場跡地まちづくりにか

かわる財源面についてのご質問があった

かと思いますが、その点についてお答え

いたします。

　まず、少し誤解を解いておきたいこと

がございます。

　といいますのは、本市におけます都市

型居住ゾーンと言われるゾーンで、マン

ション計画という旨のご発言があったか

と思いますが、現時点におきましては、

マンションになるのか、戸建てになるの

か一切決まっておりません。恐らく、おっ

しゃっているものは、以前、この有識者

会議の第１回目だと思うんですが、リー

フレットなどをお配りした際に、ＪＲ吹

田側から吹田操車場の跡地のパースをお

示ししたことがございまして、そこにタ

ワーマンション的なシルエットが載って

いたことをおっしゃっているのかと思う

んですが、あのときにも委員会でお話さ

せていただいたんで、委員の皆さんにも

おしかりを受けたんですが、摂津市が一

番奥になって、何も見えてへんのじゃな

いかというふうなご指摘もございまして、

この１８年度の決算、先ほど、私申し上

げましたように、委託、何も出していな

い中で、資料的なものを、一定、吹田市

の委託成果品を流用させていただいてい
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た経緯がございます。その中で、全体俯

瞰図が示されたときに、摂津市域が何も

見えないという状況になっておりました

ので、何か建物的なものを一時的に記載

してお示ししたということで、一番見え

にくいところでしたので、高さを持たせ

たような絵をかいておったというのが現

実でございます。

　実際は、コンペによりまして、皆様方、

民間さんからの提案を受けた中で、その

都市型居住ゾーンとしてどんなものがふ

さわしいかというものを見定めてまいり

たいなと思っております。

　また、財源面につきましてなんですが、

従前は、本市が市域全体を購入いたしま

して、その中で開発を考えていきたいと

いうスタンスを持っておりましたが、昨

今の財政事情をかんがみますと、そうは

言っていられないであろうということか

ら、今現在、オーソライズされているの

は防災公園の部分のみというふうに私は

考えておりますが、また、合わせて、鉄

道機構の方の地権者の方に、売買価格の

提示を早くいただきたいという申し入れ

もしております。また、その答え返って

きておらないんですが、その答えを照ら

し合わせながら、本当に本市として必要

な土地の規模というものは一体どのよう

なものかということを見定めて対応して

まいりたいと思っております。

　その中には、当然、財源をどのように

工面するのかという問題も含まれての意

思決定になるかと思いますので、また、

その節には、委員の皆さんにご報告等さ

せていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　水と緑に包まれた健康、教

育創生の拠点ということで、これですよ

ね。最近、新聞発表もされております。

　そういう中で、今おっしゃいましたけ

れども、摂津の開発可能なところについ

ては、やはり都市型居住ゾーンというか、

そういうことになっていて、たまたまそ

ういうマンションが絵でかかれてたとい

うことですけれども、私たちも新聞で知っ

たり、市民の人たちは、まして、新聞報

道などで、そういうふうになるのだなと

いうふうに判断をしていくわけです。そ

ういう中でご質問したわけですけれども、

なかなか財源面の問題にしても、今後ど

うなっていくのかということがあるわけ

ですが、本市として必要な規模を見定め

ていきたいというふうにおっしゃいまし

たけれども、それは、大体いつぐらいの

時期にやっていくのか、南千里丘とあわ

せて、大変多額の資金が要るということ

になるわけで、これまでも申し上げてき

ましたけれども、摂津のまちづくり全体

の中で、経常収支比率であるとか、そう

いうこともかんがみたときに、まだまだ

財政は好転していないという、そういう

ことで、市民の方の暮らしはやっぱり大

変です。

　先ほど言いましたように、正雀などで

も、大変シャッターを閉めて、店をやめ

るというのがふえてきておりますし、本

当に摂津全体として見たときに、優先順

位どこに持っていくのか、こういうこと

があると思うんです。

　そういう点で、やはり全体の問題とし

て、決算ですからあれですけれども、ま

た、次の委員会でも質問していきたいと

思いますけれども、副市長の方から、私

が今ちょっと十分うまく言えなかったん

ですけれども、正雀、それから、南千里

丘、千里丘西口の問題、トータル的にど

ういうふうに考えておられるのか、資金

面、それから、市民が主体のまちづくり

とおっしゃいますけれども、まちづくり
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懇談会という今回の新たな手法の中では、

やはり市民の人たちの意見が十分反映さ

れてないところもあると思うんです。特

に地元なんですけれども、そういうこと

なども考えたときに、今後どういうふう

に市民の納得のいく、それから、吹田操

車場のまちづくりでは、１００年後に向

けて悔いの残らないまちづくりというふ

うにも言われておりますけれども、やは

り環境が悪くなるというのはもう明らか

になっているわけで、吹田では住民投票

も行われたわけです。

　そういう中で、本当に南千里丘では環

境をうたい、そして、吹田操車場のこの

跡地のまちづくりでも、環境、そういう

言葉も出てきております。しかし、やは

り貨物駅が移転をしてくるということで、

環境が本当に悪くならないのかという市

民の皆さんの不安は大きいわけです。

　全体でそれを見たときに、この駅特で、

トータルでやはり摂津のアンバランスが

出ないように、それから、資金面でもど

う計画をしていくのかというのも求めら

れていくと思いますので、その辺、総合

的にお話していただけたらなと思います。

○木村委員長　財源の裏づけも含めて今

後の見通しを。

　小野副市長。

○小野副市長　まだ具体的に議論はいた

しておりませんが、今、川口委員言われ

た中身は、一つ一つ早急に詰めなければ

ならないと思ってます。

　それで、きのう、総務常任委員会の中

でも申し上げておったんですが、財政は

決してまだ安心できる状況ではないとい

うことで、きのうも、企業誘致条例並び

に資本費平準化債がなければ、経常比率

は１０７．４というふうに思われており

ます。

　この二つの要因があったゆえに、また、

税が伸びたゆえに、府下平均として下がっ

たと。これは一過性のものというふうに

見てもいいかもわからないというふうに

もまた言っておりました。オイルの関係

もございますし、経済がどう動いていく

かということも、まだ不確定であるとい

うふうに思っております。

　それで、ただ、このまちづくりに関し

まして若干申し上げますと、一つは、千

里丘西地区につきましては、市長自身も

大阪府の方に、一定の、もうここまでく

れば、一つの方向を出す時期にきたとい

うことで、市長も大阪府に出向き、大阪

府の土木のトップ関係者と協議をいたし

てまいりました。

　それはなぜかといいますと、ＪＲ千里

丘西口の地区面積１万８，６００平米ご

ざいまして、Ａという地権者が５，７０

０平米持っておられます、３１％。それ

と、Ｂという所有者が、多分１０％ぐら

い持っておられると。特に、そのＢとい

う地権者が個人で動かれるか、それとも、

この一部、Ａ街区、Ｂ街区で動くかと。

動くとするならばＢ街区、いわゆるＪＲ

千里丘から西縁ですね。ちょうどガード

拡幅したところ、あの状況がすごい落差

が生じるということで、大きな一つの考

え方を持っておられます。

　市としては、それにどう対応するのが

一番正しいかということで、結論から申

し上げますと、私の聞いておるのは、大

阪府もいよいよそういう地権者が動かれ

ないということはもう明々白々の中で、

大阪府も、一部施工でもってした場合、

その事業効果なり、事業計画にどう出る

かと。どう協力できるかと。市は、駅広

を含めてどこに位置づけをして、どうい

う財源を打たなきゃならないのかという

ことを府も考えましょうと。市長の意向

を受けて、市も基本的にまとめてほしい
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ということがございました。

　それで、市長も、Ｂという地権者と２

回ほどお会いしてます。私も２回ほど会

い、電話でも２回ほど話しました。その

中で申し上げておるのは、市も一定その

整理をするので、１年間という時間が欲

しいということを申しました。Ｂという

地権者は、１０年も１５年も前から言っ

ているのに、今さら何かということの議

論もありましたが、私は、そのＢという

地権者も、つい２、３年の間に、この千

里丘西の方で土地を取得されております

から、今まではそういう話ではなくて、

具体の問題になったわけですから、市長

自身が府に動き、私どもも、もっと協議

をして、１年間の時間の中で一定の中身

を整理したいということを申し上げまし

た。

　そういう中で、Ｂという地権者は、Ａ

にもう一度アタックをするということで、

市長は、もちろんＡという地権者にアタッ

クいたしました。これは、全く線引きは

この状態であります。ただ、訴訟も現在

出ておりますから、ＡとＢとでやってお

られますので、そのことも含めてどう解

決するかということでの中身も若干聞か

せていただきました。その上で、準備組

合のトップとももう一度協議をして、そ

して、Ｂという地権者が具体的に考え方

を整理して持ってきたいというところに

なっております。

　市としては、そういう１年間という中

で、Ｂもそういう努力をしていくのであ

れば、１年間は待ってもいいなという雰

囲気もございました。

　ただし、Ｂの地権者も、個人所有地で

ございますから、自分の資力でもってや

られる可能性もなきにしもあらずという

ところでありますので、私どもは、この

１年間の中で、どこの街区で都市計画決

定をどう打つか、都市計画決定を打てば、

必ず私権制限が、強制収用の問題が出て

きますから、ここのことを十分考えなきゃ

ならないということも含めて、私は、こ

の１年間の中で、これからの中身を見る

中で、資金計画をどうするかと。大きな

下水管の移設もあるというふうに聞いて

おります、これやるとするならば。

　それで、私は、市長も言っておるんで

すが、この前、阪急もこられたときに、

吹田市千里丘から多くの市民が流れ込ん

でおるから、あの状態を見れば、非常に

危険であるということは、もう我々も理

解をしております。放置できない状況に

なるというふうに見てますので、この１

年間の中で一定の整理をしたいというふ

うに思ってます。

　それから、吹田操車場跡地につきまし

ては、これは、私どもは二つの視点がご

ざいまして、やはり人口の定住と人口増

ということで、この第３回定例会で公室

長が答弁いたしました、人口問題研究所

では、現在の２０３０年には６万人台ま

で摂津市は落ちるという統計が出ており

ます。２０１５年には７万７，０００人

というような形になっています。これは

厚生労働省のあれですから。

　そうしますと、私どもが、吹田操車場

跡地は、吹田の考え方は別にして、一定

の機能を持つ定住、人口増を図るという

ふうに思っております。

　我々の載っている資料では、例えば、

マンションでも、７００世帯ほど一定見

てみたんですが、この税財源は、やはり

１億５，０００万円ほどの個人市民税が

７００ほどのマンションで上がってきて

るんです。やっぱり人口も欲しい、定住

もしていただきたいということですから、

そういうことが一つと、それから、もう

一つは、正雀処理場問題をどうしてもこ
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の際解決しておかないと、そのために市

長も私も委員会に入ったと言うても過言

でないと思います。あそこをほうってお

かれて、８．６ヘクタールプラス４．５

ヘクタールがありますから、摂津市は１

３．１ヘクタール、吹田が１４．４ヘク

タールでございますから、このことを、

きちっと吹田操車場跡地の全体計画に入

れるということが、摂津市が入った一番

の、私は、大きな市長が判断した中身と

いうふうに思ってます。

　ただ、吹田市は、平成２４年には処理

場を廃止したいということがございます。

そして、それのクリーンセンターは、摂

津市、まだ動いておりますから、そのう

ちの２，７００平米程度は私ども持って

おります。あとは吹田市のもんでありま

すから、吹田市との連携の中で、正雀ク

リーンセンターの主要問題をどうするか、

もしも受け入れができない場合は、新セ

ンターの建設ということも考えなきゃな

りません。そういうことが目の前に見え

ておりますから、どこまで取得するかと

いうことは、山脇部長からも、一定のこ

の中期財政見通しのもとにおけるこの吹

田操車場跡地の取得、どう考えるかとい

うことは、今、総務部長と山脇部長に検

討させております。これは、今年末ぐら

いには一定の方向の持ちたいなと。

　いわゆる、市長の言葉で言えば、綱渡

りの、落ちてはならないけれども、綱渡

りしながら、やはりこれはほっておけな

いということでありますから、これは、

そういうことがわかり次第、また持って

まいりたいというふうに思っております。

　それで、正雀駅前については、これは

いろいろご指摘いただきました安全対策

は、まず涵養ということで、あそこにバ

リアフリーもやらせていただきましたで

すが、一部、市長の指示で、土地所有者、

家屋所有者に、買収の意向で今ずっと議

論させております。これについて、一定

の方向がでたときに、公社で抱えるのか、

それとも、私どもの基金でまず運用する

かのどちらかしかないというふうに私は

思います。

　それで、２５．７％という実質公債費

比率がありますので、１７年度決算が過

ぎ去る３か年平均。許可団体になってお

りますから、府下ワースト１位、近畿２

府４県でワースト５位でございますから、

ここをにらみながら、平成２０年度予算

の編成をしなければならないと思ってお

ります。

　やらなきゃならない中身は、起債に余

り頼ることなく、基金で活用する形と、

許可団体の入っておる２５．７％、１８

％以下でなかったら、これ許可団体になっ

てまいりますので、そこをよく見ながら、

２０年、２１年度の基本的な財政運営を

する。そして、自主財源をどう埋めてい

けるかということを、そこをにらみなが

ら、この１９年８月に出してきましたこ

れをベースにして、一つは、今申し上げ

ました、千里丘西の問題はそういうこと

でございますし、吹田操車場跡地も、い

よいよもうどこまで買うかと、買えるの

かと、買うべきなのかということは、総

務部長、都市整備部長で協議させており

ますので、その数字も上がってまいると

いうふうには思っています。

　正雀の問題は、これはどうしても森山

市長としてもほっとけないと。まちづく

り以前に、あそこの狭隘なあの状況に置

いておくことはできないんで、これを財

源手当とした基金で活用を取り崩しか、

それとも、公社で抱えるということにす

るのか、この二つの選択肢ぐらいだろう

と思ってますが、そういう議論を今いた

しておりますので、いましばらく時間を
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いただければ、もう少し、次年度予算の

中で具体的に申し上げますので、お時間

をいただきたいなと。

　いずれにしても、市長の言葉を借りま

すと、しゅんを逃しますとまた去ります

ので、厳しい中身で、すれすれのライン

で走ってでも、このまちづくりができる

ものはやっていくという姿勢で基本的に

臨んでまいりたいなというふうに思いま

すので、いましばらく時間を置かせてい

ただけますようにお願いいたします。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　１８年を振り返ったときに、

今ずっとお答えいただいたんですが、南

千里丘まちづくり懇談会、正雀駅前整備

懇談会ですね、こういうのをやってきて

いるわけですが、担当として、やはり住

民が主体のまちづくりを進めようという、

そういう方向であるんであれば、まちづ

くり支援課などが中心となって、そうい

う実態などを連携して取り組んでいくと

いうことがやはり求められていると思い

ますし、くしくも、南千里丘では、同じ

先生が入ってこられたりして懇談会をや

られた時期もあると思いますけれども、

やはりかなり格差があるなと、そういう

ふうに感じますし、あくまでも、やっぱ

り住民の皆さんの意見が本当に十分反映

されるまちづくりでなければならないと、

そういうことが一番大切であるというこ

とと、それから、やっぱり財源の見通し

ですね、市民の暮らしが本当に厳しくなっ

ている、そういう中で、ふえた市税収入

などがそのままそういう開発に全部つぎ

込まれるというようなことのないように、

やはり市民の暮らし第一に税金を使うと

いうことがやっぱり一番重要であるとい

うことを申し上げて、質問を終わりたい

と思います。

○木村委員長　ほかに。

　山本善信委員。

○山本善信委員　千里丘西にかかわる話

で、この１８年度予算に関しましては、

わずかしか予算執行がなされてないとい

うことでありますね。だから、こういう

状態で何年か続いているということの認

識で、一定、この予算執行を見て、先ほ

ど、副市長の方から、川口委員に対する

ご答弁でありましたように、もう一定、

方向をきっちりと決断しなけりゃならん

というような意味だと思うんです。

　ですから、この１８年度予算で、なぜ

こんな準備組合にかかわる話で、せっか

くここまできたのに、これだけの予算執

行しかできなかったということを、本当

に深刻に考えてもらわなきゃならんとい

うふうに思うんです。

　先ほどの、千里丘の駅前の乗降客の話

が、４万１，７００ですか、８００です

か、こういった形で横ばいだということ

は、これはもう全く、駅がああいう状態

やからこういう状態になっているだけで、

山手の開発はこれのもう倍ぐらい進んで

いると考えてもいいぐらいになっている

と思うんですよ。ですから、これはもち

ろん吹田市域ではありますけれども、そ

の現状を見て、しかも、向こうの地域の

学校の状態なんか、小学校とか、義務教

育施設の状態なんか見ましても、大変な

ことになっているわけです。

　だから、そういう状況で、一番最寄り

の駅である千里丘がなぜ乗降客がふえな

いかという話を考えてみたときに、これ

はやっぱり千里丘西の駅前を何とかしな

きゃならんということを、これも早い時

期に決断して何とかしなきゃならんとい

うふうなことに思いをいたさなければな

らないということだと思うんです。

　ですから、前回ですかね、この場で、

駅前広場の、今ちょっと副市長の方から
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答弁ありましたけれども、いろいろ問題

が起こっておるところについては、もう

この１８年度でいろいろやってみて、特

に、権利者の中に、もう全くだめだとい

う見通しを持ったか持たんかということ

でありますし、持ったとしたら、だめだ

というふうに見通し持ったら、都市計画

決定全体を駅前広場の都市計画決定、そ

れから、計画街路の都市計画決定とか、

現在はあるわけですから、だから、その

後の再開発の計画決定ができないだけの

話ですから、その方向を別の場所に移す

という話も、これはもう検討して、ある

いはまた、できるところへ持っていって、

しかも、全体的なことをよく考えてまち

づくりをしなきゃならんと。千里丘の駅

前を持っている行政区域である摂津が、

責任を持って、この地域の全体のまちづ

くりを市域を越えてやらなければならな

いというのが今の段階だと思うんです。

　ですから、これは、上部団体、自治体

であります大阪府がそういったことをど

う考えているのかとかありますし、それ

から、ＪＲそのものも、これはやっぱり

全体の交通体系から考えて、どうあるべ

きかということももちろんあるわけです

から。

　だから、そこのところですね、先ほど、

川口委員のご質問にお答えになったよう

に、これはやっぱりもう決断すべきとき

だと。もう待てないというふうに私は意

見としては思っておるわけです。

　ですから、前のときに、むしろ方向を

変えて、場所は、空間はほかにあるわけ

ですから、だから、空間をまた新たなと

ころへ持っていけば持っていくなりに、

いろいろとまた別の形で問題も起こって

こようかと思いますけれども、それはそ

れで一定の方向づけが、こっちがあかん

からこっちへ持っていったということじゃ

なしに、本来どうあるべきかということ

を考えたときに、そのなる方向にもう即

考えないとだめだというふうに思います

ので、ちょっと先ほどのお答えと同じよ

うになるかと思いますけれども、その基

本的なとこですね、こういう予算執行が

何年か続いてきているということについ

て深刻に考えて、今お答えになったよう

な形を、もう少し具体的な話として、あ

るいはまたこの予算執行をやっている中

で、対権利者に対してどんな働きかけに

なって、それでどんな働きかけが不十分

で、これはもう多分あかんなということ

になったんか、その判断になる、もう少

し具体的な話をちょっと聞かせていただ

きたいというふうに思います。

○木村委員長　山脇部長。

○山脇都市整備部長　千里丘西の件でご

ざいますけれども、このＢ地区の準備組

合につきましては、昭和６３年に発足い

たしまして、今日まできとるわけですけ

れども、土井課長の方から、この西地区

の再開発の見直し、区域の見直しをやっ

ていかなければ、もう待てないという状

況になっておるということを申し上げま

した。

　私どもも、市長も副市長も同意見でご

ざいまして、これを何とかしなければな

らない。区域を見直すことは、この間も、

理事長と協議しておったんですけれども、

区域を見直すことで、従前から賛同いた

だいていた方に対して、区域を外すとい

うことは、もうしのびがたい、これは、

理事長としてもうできない状況であると、

そういうこともおっしゃってました。

　それにしても、千里丘のこの駅前、ガー

ドが２１年の春、南千里丘のまちづくり

が２２年に、また、吹田操車場も、来年

度は都市計画決定、先ほどおっしゃって

るように、吹田市の後背地の方からの開
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発、これは何とかしなければならない。

　と言いましても、区域を見直す、そう

いう難しさがあります。また、先ほどおっ

しゃいました、この駅前広場をいかに移

すかというのが、今の駅舎の状況からし

たら、それは非常に難しい状況にありま

す。駅舎の自由通路の前の土地の所有者

が大口地権者である。この地権者に対し

て、避けてこの区域を駅前広場がとれる

かと言うたら、そうではございません。

　我々今考えておるのは、自由通路の前

の大口地権者がお持ちの部分につきまし

ては、これは駅前広場として区域に入れ

ざるを得ないと、こういうふうに思って

おります。

　それから、その近くの銀行の裏の、大

きく大口地権者がお持ちの区域、これを

外さざるを得ない。これを外しますと、

俗に言います、駅前広場の前に再開発ビ

ルが建つ状況にはならないということで、

今日までそういう状況は考えられなかっ

た状況であります。でも、大阪府に、何

とかしなければならないといううちの姿

勢をもって、この区域変更についてどれ

だけの事業採算性がとれるのか、駅前広

場がどういう位置関係にあるのかという

ことを、十分、うちが調査検討した中で、

大阪府は一定の判断をしていきたいと、

こういうふうにおっしゃっておりますの

で、鋭意その旨の検討はしていきたいと

いうふうに思っております。

　それと、やはり駅前広場だけができた

らいいかということではございません。

やはり駅前広場の周辺には、それなりの

まちづくりが必要だということで、やは

り再開発事業をにらんだ検討をしていか

なければならないと思います。

　駅前広場を用地買収方式だけでやって、

その駅前広場を完成したその駅前広場沿

いのまちはどうでもいいんだと、そうい

うことではないと私は思いますので、区

域が変わることは、まず従前の地元の準

備組合の方々に十分理解をしてもらわな

ければならないと思っておりますが、各

地権者には、その旨の検討をしていくと

いうのはまだ言っておりません。また、

理事長からも言っていない。今後も、当

面の間、理事長と役員等とで検討いたし

た中で、一定判断する前には、今まで賛

同いただいた住民、組合の方々にはご説

明をしていかなければならないと思うん

ですけれども、何とか、千里丘駅前が、

駅前広場ができ、また、最小限の周辺の

まちづくりができるような形の努力は、

この１、２年間をかけてやっていきたい

と、こういうふうに思っております。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　決算の数字が余りない

中での話として、これから先の話になり

ますので、これ以上、私、申し上げるつ

もりはないんですが、ただ、例えば、今、

山脇部長のお話では、具体的には、今の

駅そのものが出たときからの話として、

事を考えておられるわけですけれども、

駅の入り口そのものを、吹田みたいに、

もっと別のところへ移すとか、そういう

ことも発想しなきゃ、今私が言うてる話

にはつながっていかないというふうに思

いますので、そういったことも含めて、

もう少し広く考えて、その駅前と言いま

すけれども、今の、現状の駅前をどうす

るかという話じゃなしに、あの地域全体

の、千里丘一丁目から二丁目までの全体

の面整備を考えるという話。例えば、新

大阪ができたときに、周りのところを、

旧市街地を区画整理をやったりして、今

もう３０年、４０年になりますけれども、

今の状態になったわけですわね。ちゃん

と街路ができ、あるいはまた周りの開発

も進みして今のような状態になっている
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わけです。

　だから、そういうことを考えるような

形にもうきてるということを、こんな予

算執行がいつまでも続くようなことをし

てはいけないというふうなことから、も

うそのことを決断する時期だというふう

に思いますので、その点をよく考えてやっ

ていただきたいと。

　何遍も申し上げますけれども、先ほど

の川口委員の質問に対する副市長の冒頭

の方のお話で、基本的な認識は余り私ら

と変わってないというふうには思ってお

りますし、もちろん、できる可能性の、

余り夢みたいな、何か空の話をしても仕

方がありませんけれども、しかし、現実、

やっぱりそういうことまで話をしなけりゃ

ならない時期だということをしっかりと

認識していただきたいということをお願

いして、私の質問は終わります。

○木村委員長　ほかに。

　柴田委員。

○柴田委員　委員長から、予算にできる

だけ関したことの質問に絞り込んでくれ

ということですので、そうなると、尋ね

ることはごく限られますので、私は、正

雀のまちづくり支援ということで、少し

関連しますけれども、お尋ねしたいと思

います。

　このワークショップですか、まちづく

り懇談会が、今まで、若手の皆さんが話

し合ったことから一歩前進してつくって

いただいて、それなりの懇談会が開催さ

れているということは、前進していると

いうふうに思います。

　ただ、南千里丘の懇談会と比較してみ

ると、南千里丘は具体的な目標がはっき

りしてるんで、声としては千数百ですか、

出てきたとかいろいろなことで、むしろ、

その声をあの中へどう集約していくかと

いうことの方が難しい状況下に入ってき

てるんではないのかなと思います。

　正雀の方は、抽象的ですけれども、何

かやっぱり活動を起こそうやということ

で、一つ出てきたのが、現在の消防の屯

所に、何か壁画をかいて、少しＰＲする

というか、その意気込みを見せていきた

いと。そして、次には、正雀駅のあのガー

ドが暗いので、あのガードを明るくして、

またそこに壁画をつくって、一つ観衆を

呼んでいきたいと、こういう考え方で進

んでおられます。

　そこで、私も、この間、消防の屯所の

ところですね、見にいかせていただいて、

かける範囲というのが、消防署の屯所そ

のものがつぶれてしまうようなかき方と

いうのはできないわけですから、あくま

でもあそこは屯所としての役割を果たし

ているわけですから、その周辺でかくと

いえば、限られた状況しかないのではな

いのかなと。しかし、今年中に何か具体

的なものを出したいということであった

ので、その辺の進捗はどこまで進んでい

るのかということを、まず１点、それ聞

かせてください。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　ワークショッ

プで、今、絵をかこうとしている進捗状

況についてですけれども、この夏に、人

間科学大学を中心に、地元も入れまして、

絵の募集をさせていただきました。基本

的に絵をかく場所と言いますと、道路に

面した花壇、ブロック３段ぐらい積んで

るんでしょうかね、花壇の下の部分と、

屯所の正面は赤のシャッターがございま

すので、壁の部分、それと、防火水槽の

ちょうどブロックの積んでる部分、この

部分に対して絵をかこうという形で募集

をし、この間、おおむね絵が決まったと。

一応、１１月１８日に準備、下塗り等を

やりまして、天気がよければ、１２月２
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５日には絵を仕上げたいという形で今進

めております。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　私もその状況下で進んでい

るということは少しお聞きをしたんです

が、ちょっとここで、飛躍するかもわか

りませんが、この正雀の再開発といいま

すか、再整備というものは、もう既に３

０年前から声が上がり、何回となくそれ

なりの絵がかかれたけれども、端的に言

えば不発に終わってきて、今日、また一

からのそういう考え方で今動いていると

いうことです。

　その当時に、やっぱりまちづくりをす

るなら拠点が欲しいという声が大いにあ

りました。そして、この消防屯所の横に

は、防火用水の水槽がある部分もありま

す。あのところにげた履きでもいいから、

仮設的なプレハブでも建てていただいて、

正雀の人がいつでも寄れるような拠点と

いうものをつくってもらえないのかなと。

これはもう過去の話としてあったことは、

私も、懇談会という考え、話し合いの中

へ出たときにそういう声が出ておりまし

た。具体的にその声が市に届いていたか

どうかは定かじゃありませんが、そうい

う声が過去にあったということは事実だ

と思います。

　あの今の消防車格納庫のところ、それ

では、将来、やはりこれから正雀の整備、

まちづくりのために、あの地域の人がい

つでも集めれるような拠点として、あそ

こにげた履きでもいいですから、仮設的

な、地域が簡単に寄れる事務所といいま

すか、そういう場所を設置していくとい

うようなことも将来考えていかれたらど

うか。そして、その壁面に、もう少し大

きなやっぱり摂津市のイメージを感じさ

せられるような壁画をつくっていくとい

うか、絵をかいていくというようなこと

もいいのではないかと。今言われている

部分だけであれば、大したこともない。

そして、また、場所的にも路地のちょう

ど中間にありますから、なかなか市民が

通ってもわかりにくいという場所でもあ

ります。

　こういうものをかくときには、できる

だけメーンストリートの一番いいところ

でＰＲができるようなところへかいてい

くというのが一番いいんでしょうけれど

も、なかなかそういう場所もないという

こと。

　また、これは、絵をかくということじゃ

なしに、そういうことでもして、自分た

ちの行動をやっぱり前向きに示していこ

うという懇談会の中の一つの知恵といい

ますか、考え方として出ておりますので、

絵そのものが云々ということじゃなしに、

この勢いというものを今後どう酌み上げ

ていくかということにはなっていると思

うんですが、私は、そういう勢いを育て

ていき、地域の人がやっぱりいつでもそ

こで集まって、その問題点をやっぱり話

し合えるような拠点をつくるということ

も含めて、将来、あそこに、過去からそ

ういう話もありましたことも含めて、何

か仮設的なもので拠点となるようなもの

をつくっていかれたらどうかなという考

えを持ちますが、市の方のそういうお考

えについて、私の考えについて、何かお

答えがいただけるようであれば、いただ

きたいし、ちょっとそれはいろいろ消防

の防火用水の上に建てるのはいかがとか、

まだまだ問題もあると思いますが、十分

考えていかないかんということであれば、

そういうことでも結構ですが、私として

は、そういう拠点をやっぱりつくってい

かれたらどうかという点を指摘させてい

ただいて、お答えがいただけるようであ

ればお願いしたいと思います。
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○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　地域の拠点

づくりというご質問なんですけれども、

今、防火水槽の上に物を建てるという形

は、ここですっとお答えできるような内

容じゃございませんけれども、我々、今

まで、若手商人会という形の中で、いろ

いろ正雀の支援をやらせていただきまし

た。ただ、この場合は、メンバーが若手

やという形の中で、限定された中でいろ

いろやってまいりました。

　それでは一般の市民の方の意見が広く

聞けないという形で、今、ワークショッ

プという形が、委員ご指摘の、みんなが

寄って、集まって、わいわい話し合える

場をつくっていこうという形でつくらせ

ていただいたものでございます。

　悲しいかな、ちょっと参加人数が少な

いと。できましたら、今、我々やってい

るワークショップ、今はその絵をかくこ

とを一つの目標として動いておりますけ

れども、これが一つ終わりましたら、次、

何していくんやと。その絵をかくことばっ

かりを続けていくというのも、一つ方法

としてはあるんですけれども、その中に、

いろいろな人に来ていただいて、毎月一

回開催させていただいております。その

中で、いろいろな多くの人に来ていただ

いた中で、いや、絵をかくだけじゃなく

て、次はこんなことをしようやというよ

うな場になってもらいたいという形の中

で今ワークショップをつくっております。

　確かに、それを市がつくるんじゃなく

て、地域でどこかそういう拠点があって、

地域の人が集まってやっていただくとい

うのが、本来のといいますか、本当のま

ちづくり。基盤整備とはちょっと違いま

すけれども、自分たちのまちを自分たち

で何とかよくしていこうというまちづく

りやという思いの中で立ち上げさせてい

ただいたのが事実です。

　ただ、なかなかこちらの思うようには

いっておりません。もしその地域でそう

いうような思いの方をどう掘り起こして

いくかというのが我々の課題でもあるん

ですけれども、もしそういう方がおられ

ましたら、できるだけワークショップへ

来て、いろいろな意見を言っていただい

て、いろいろなことに今後とも取り組ん

でまいりたいというふうに考えておりま

す。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　今、防火水槽の上へすぐ建

ててくれというようなことは即答できる

問題でもないと。私も、すぐ建てていた

だけるとは思いませんが、過去の経緯を

少し話したということを理解しておいて

ください。

　物事をするときには、やっぱり何か拠

点があれば、その拠点を中心として動い

ていくということは大事なことなんです。

フォルテ摂津をつくったときでも、最後

に暗礁に乗り上げたときに、あそこへ改

めて拠点をつくって、あの当時の助役が、

あそこへ中心になっていろいろな話を進

められて、あれが完成していったという

ような経緯もあるんです。

　私らは、いつもやっぱり何か拠点がで

きると具体的にものが動く。常にやっぱ

り明かりがついてる。そこへ寄ればいろ

いろな話ができる。できることからいい

話もあるでしょう、また苦い話もあるで

しょう。また、いろいろなことがあるけ

れども、それを精査して、本当にどうい

う話がいいのかということ。その話の中

心は、やっぱりそこに居住している中心

の人がすぐ寄れるというような場所でな

ければいけないのではないかと。

　正雀市民ルームが悪いとか何とか言う

てませんよ。市民ルームも、今まで大き
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く貢献もしているし、そういう意味での、

広い意味での市民が集まれるルームとし

て役割を果たしてますけれども、正雀に

限って、今後やっぱり進めていくのであ

れば、そういう場所も要るのではないか

と思いましたので、ちょっとお尋ねをし

たことで、今のご答弁で結構でございま

す。

　先ほど、副市長が総括的におっしゃっ

ていただいたことで、大変難しいことが

あるんだなということも理解できますの

で、ひとつ、千里丘西の問題も正雀の問

題も、市長は非常に頭を痛めていただい

ているということでございますので、こ

れからも、財政ともよくにらみ合わせな

がら進めていただくように、これは私も

総括的にお願いをして、終わりたいと思

います。

○木村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４３分　休憩）

（午前１１時４５分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　以上で終わります。

（午前１１時４６分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　木 村 勝 彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　南 野 直 司
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